
 

          

 

山北町教育委員会では、平成 28年 2月 25日に開催された第 2回教育委員会 

において、平成 28 年度山北町の教育方針を決定いたしました。これを受け、3月 

の定例校長園長会で町内各幼稚園長、小・中学校長を通じて、全教職員にこの基 

本方針を周知いたしました。 

なお、基本方針の全文はホームページに掲載します。 

基本方針（一部抜粋）                                                                         

 山北町では、町の自然環境・伝統文化等の町内各地域の資源を生かした『学びと歴史文化を生かしたまち

づくり』をめざし、平成 26年度からスタートした「山北町５次総合計画」及び平成 28年 2月に策定された

「山北町教育大綱」※ を積極的に推進する。 

 

※「山北町教育大綱」とは… 

平成 27 年４月から法律で設置が規定された「総合教育会議」において、首長と教育委員会の連携を強化

し、首長が教育行政に連帯して責任を構築するため、教育・学術及び文化振興に関する総合的な大綱を定め

ることが義務付けられました。 

その中で、山北町では、平成 26年度からスタートした「山北町第 5次総合計画」を受け、教育及び文化

等の振興に関する総合的な施策について、その目標や施策の根本的な方針を定めた「山北町教育大綱」を２

月に策定しました。 

 

 

 

                 川村小学校では、毎週水曜日に「放課後子ども教室」が実施されてい 

ます。「放課後子ども教室」は、川村小学校の登録児童を対象に、安全 

で安心な「遊び場」を確保し、子どもたちが自由に遊び、様々な体験活

動等を行うことの「見守り」を目的としています。 

子どもたちの自主性を尊重し、創造性や協調性を育てながら楽しく遊 

        び、学ぶための活動をしています。 

                 現在は、100名の登録者と指導者 12 名（コーディネーター1名、学習

アドバイザー1名、安全管理者 10名）で実施されています。 

 「放課後子ども教室」で活動している子どもたちからは、「サッカーやバドミントン、バスケットボール

などができて楽しいです。」「コミュニティールームでは、宿題もできるし、絵も描けるし、たくさんの材

料が置いてあるのでいろいろな工作もできてうれしいです。」という声 

が聞かれました。また、「安全管理員さんは、いろいろ教えてくれるし 

優しいです。」と話していました。 

 この放課後子ども教室は、平成 28年度から三保小学校でも新たに開始 

します。 

 これからも、「児童クラブ」と「放課後子ども教室」の 2つの子育て 

支援事業の連携を図りながら実施していきます。 
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回覧 

平成 28 年度 「山北町の教育」 基本方針 決定！ 

元気に楽しく！川村小学校放課後子ども教室  三保小学校でも 28 年度から開始！ 



 

 

 ２月１日に、小学校の「総合的な学習の時間」に位置

づけた授業の一環として、山北町子ども議会が開催され

ました。 

当日は、川村小学校の６年生３名が子ども議長に、12

名が子ども議員となり、山北町についての質問がなされ、他の児童は傍聴者として６年生全員が参加しまし

た。当日までに話し合いを深め、準備が綿密にされた様子で、自分たちが作成した資料や図、写真等を使い

ながら、通学路の安全や防災対策、学校設備について等、町長への質問をしていました。また、町長の回答

に対する再質問もあり、熱心に納得いくまで考えを述べていました。 

 

 

 山北町教育委員会では、町内小・中学校の通学路（スクールバス乗降場所を含む）の継続的な安全を確保

し、安全対策の検証や効果の改善充実を行うため、「山北町通学路交通安全推進委員会」を設置しました。

ここでは、関係機関との連携強化を図るため、町内小・中学校の校長、ＰＴＡ会長の方々、松田警察署、県

西土木事務所、山北町役場関係各課の代表を構成員としています。 

 この推進委員会では必要に応じて合同点検を行うなど、通学路の安全確保の向上を図っていきます。 

 

 

 神奈川県教育委員会では、「生徒の学びと成長にとって何が必要かという視点を最優先にする」という基

本的考え方に立ってすべての県立高校で改革に取り組むため、「県立高校改革基本計画」を平成 28年 1月

に策定しました。 

 その中で、「共生社会の実現に向け、障がいのあるなしにかかわらず、できるだけすべての子どもが同じ

場で共に学び、共に育つことを追求していくこと」を推進する「インクルーシブ教育」を連携型中高一貫教

育による多様な学びの場を設定することで研究・実践に取り組むことが盛り込まれています。 

県西地域では、平成 28年度から県立足柄高等学校がインクルーシブ教育実践推進校として指定され、足

柄高等学校と山北中学校とがインクルーシブ教育に関する一貫した連携を図ることで、すべての子どもの自

立と社会参加の実現に向けた取り組みを行っていきます。 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育委員会の審議事項 

  ○第 1 回（1 月 19 日） 

・教育長報告  

○協議会（1 月 19 日） 

・第 70 回市町村対抗かながわ駅伝競走大会について 

・第 70 回足柄上地区一周駅伝競走大会について 

・平成 27 年度山北町生涯学習センターフェスティバルにつ

いて 

○第 2 回（2 月 25 日）  

・教育長報告 

・神奈川県・山北町インクルーシブ教育の推進に係る連携

型中高一貫教育実施計画について 

・山北町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の一

部を改正する規則の制定について 

                 （右へ続く） 

 

・平成 28 年度山北町の教育基本方針の策定について 

・山北町教育委員会教育長職務代理者の事務委任規則の制

定について 

・山北町パークゴルフ場条例の一部を改正する条例の制定

について 

・山北町立三保小学校放課後子ども教室事業実施要項の制

定について 

○協議会（2 月 25 日）  

・平成 27 年度山北町立幼稚園卒園式、小・中学校卒業証

書授与式について 

・第 70 回市町村対抗かながわ駅伝競走大会の結果につい

て 

・第 61 回山北町内一周駅伝競走大会について 

白熱した子ども議会 実施 

山北町通学路交通安全推進委員会 を設置 

足柄高校と山北中学校との連携型中高一貫教育 を推進 

平成 28 年（第 1 回～第 2 回・協議会） 

 


